
様式第二（第七条関係）

公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）選任，死亡・解任 届出書

令和○年○月○日

鹿児島県知事 〒 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○
殿市 町 村 長 鹿 児 島 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番

届出者 株式会社○○
代表取締役 鹿児島 太郎

特定 工場に おけ る公 害防止 組織 の整 備に関 する 法律 第４条 第３ 項にお いて 準用する 第３条第３ 項
（第６条第２項において準用する第 ３条第３項）の規定に基づき，次のとおり届け出ます。

特 定 工 場 の 名 称 ○ ○工場 業 種 ○○業

特 定 工 場 の 所 在 地 鹿 児島県○○市○○町○丁目○番 従 業 員 数 ○人

排 出 ガ ス 量 ○ ○○○○ N㎥ /h ＊ 整 理 番 号

大 気 関 係
ばい煙発生施設

別 紙のとおり。 ＊受理年月日
の種類

＊特定工場の
排 出 水 量

番号

特定地下浸透水 ＊備 考
水 質 関 係

の浸透の有無

汚水等排出施設
別 紙のとおり。

の種類

騒音発生施設の
騒 音 関 係

種類

特 定 粉 じ ん 特定粉じん発生

関 係 施設の種類

一 般 粉 じ ん 一般粉じん発生

関 係 施設の種類

振動発生施設の
振 動 関 係

種類

ダ イ オ キ シ ダイオキシン類

ン 類 関 係 発生施設の種類

選 任 年 月 日 令和○年○月○日

職 名 ○○主任
公 害 防 止 管 理 者

氏 名 薩摩 次郎
（公害防止管理者の代理者）

担 任 業 務 の 範 囲 公害防止に係る業務全般

大気関係第４種
公害防止管理者（公害防止管理者の代 △△工場
理者）が他の工場の公害防止管理者（公
害防止管理者の代理者）を兼ねている ××町△△字□□
場合は，その兼ねている工場の名称及
び所在地

選 任 の 事 由 人事異動のため

（ 死 亡 ・ 解 任 ） 年 月 日 令和○年○月○日

職 名 ○○主任
公 害 防 止 管 理 者

氏 名 桜島 花子
（公害防止管理者の代理者）

担 任 業 務 の 範 囲 公害防止に係る業務全般

大気関係第４種
公害防止管理者（公害防止管理者の代
理者）が他の工場の公害防止管理者（公
害防止管理者の代理者）を兼ねている
場合は，その兼ねている工場の名称及
び所在地

解 任 の 事 由 人事異動のため

備 考 １ 大 気 関 係 ， 水 質 関 係 ， 騒 音 関 係 ， 特 定 粉 じ ん 関 係 ， 一 般 粉 じ ん 関 係 ， 振 動 関 係 又 は ダ イ オ キ シ ン 類 関 係 の う ち 該
当 す る 項 に 所 要 事 項 を 記 載 す る こ と 。 大 気 関 係 及 び 水 質 関 係 に つ い て は 公 害 防 止 管 理 者 （ 公 害 防 止 管 理 者 の 代 理 者 ）
の 項 に は ，「 ○ ○ 関 係 第 ○ 種 」 公 害 防 止 管 理 者 （ 公 害 防 止 管 理 者 の 代 理 者 ） と 記 載 す る こ と 。

２ 公 害 防 止 管 理 者 を ２ 名 以 上 選 任 す る 場 合 は ， 関 係 公 害 防 止 管 理 者 及 び 同 代 理 者 の 項 を 追 加 し て 記 載 す る こ と 。
３ ＊ 印 の 欄 は 記 載 し な い こ と 。
４ 用 紙 の 大 き さ は ， 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と 。
５ 公 害 防 止 管 理 者 （ 公 害 防 止 管 理 者 の 代 理 者 ） を ２ 以 上 の 工 場 に 選 任 す る 場 合 は ， 特 定 工 場 に お け る 公 害 防 止 組 織

の 整 備 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 ５ 条 第 ２ 号 の 主 務 大 臣 が 定 め る 基 準 を 満 た し て い る こ と を 証 す る 書 面 を 添 付 す る こ
と 。

鹿児島市以外に所
在する事業所は，
鹿児島県知事宛て

記載例

該当しないものは取り消し線で消す
これ以降も同様

提出する日付を記載

押印は任意

選
任(

解
任)
す
る
管
理
者
の
種
類
を
記
載
す
る

　
※
有
し
て
い
る
資
格
の
種
類
で
は
な
く
，
そ

　
　
の
事
業
所
に
必
要
な
管
理
者
の
種
類

（「公害防止管理者 大気関係第４種」を選任・解任する場合）

大気及び水質の管理者（代理者）
の選任時は，別紙様式「発生（排
出）施設一覧」を併せて提出する



（様式第二別紙）

発 生 施 設 一 覧

１ ばい煙発生施設

番号 施 設 の 名 称 施設番号 施設の規模 施設の用途

１

有

害

物

質
２

を

発

生

す

る
３

施

設

４

有 １ ボイラー １ ○○○○ N㎥/h ○○製造用

害

物

質

を

発 ２ ディーゼル機関 30 ○○○○ N㎥/h

生

す

る

施

設 ３

以

外

の

施

設 ４

注１ 「施設の名称」の欄には，大気汚染防止法施行令別表第１の中欄に掲げる名称を記載すること。

注２ 「施設番号」欄には，大気汚染防止法施行令別表第１の上欄に掲げる施設番号を記載すること。

注３ 「施設の規模」欄には，大気汚染防止法施行令第１の下欄に掲げる規模を記載すること。

注４ 「施設の用途」欄には，施設の用途の他に当該施設により製造選別等される製品，半製品，中間製品等の名称

を記載すること。

有
害
物
質
を
発
生
す
る
施
設
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
，
資
料
１
「
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
　
別
表
第
１
」
を
御
参
照
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
中
で
※
を
付
し
て
あ
る
も
の
が
，
有
害
物
質
発
生
施
設
で
す
。
）

資料１「大気汚染防止法施行令　別表第１」
に記載されている施設番号



（様式第二別紙）

排 出 施 設 一 覧

２ 汚水等排出施設

番号 施 設 の 名 称 施設番号 施 設 の 用 途

１

有

害

物

質
２

を

発

生

す

る
３

施

設

４

有 １

害

物

質

を

発 ２

生

す

る

施

設 ３

以

外

の

施

設 ４

注１ 「施設の名称」の欄には，水質汚濁防止法施行令別表第１に掲げる名称を記載すること。

注２ 「施設番号」欄には，水質汚濁防止法施行令別表第１に掲げる施設番号を記載すること。

注３ 「施設の用途」欄には，施設の用途の他に当該施設により製造選別等される製品，半製品，中間製品等の名称

を記載すること。

有
害
物
質
を
発
生
す
る
施
設
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
，
資
料
２
「
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
　
別
表
第
１
」
を
御
参
照
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
中
で
※
を
付
し
て
あ
る
も
の
が
，
有
害
物
質
発
生
施
設
で
す
。
）


